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答
　
①
保
護
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
で
希
望
の
あ
っ
た
地
域
の
中
か

ら
、
定
員
割
れ
の
保
育
園
を
選
定
し

た
。
今
後
、
希
望
状
況
や
市
内
全
域

の
入
園
状
況
を
見
な
が
ら
実
施
園
の

拡
大
等
を
検
討
し
た
い
②
地
図
等
の

詳
細
な
広
報
に
つ
い
て
、
「
保
育
園

ガ
イ
ド
」
に
掲
載
し
た
い
。�

���

　
問
　
Ｄ
Ｖ
防
止
法
の
改
正
に
よ
り

市
町
村
で
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ

ン
タ
ー
の
設
置
が
可
能
と
な
っ
た
が
、

本
市
で
設
置
す
る
考
え
は
。�

　
答
　
法
改
正
で
設
置
が
盛
り
込
ま

れ
た
背
景
に
は
本
市
の
過
去
の
実
績

も
あ
り
、
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
る
が
、
新
た
な
国
等
の
負

担
・
補
助
は
な
い
と
聞
い
て
お
り
、

引
き
続
き
改
善
を
求
め
て
い
き
た
い
。�

���

　
問
　
市
民
生
活
の
安
全
・
安
心
を

守
る
た
め
の
条
例
制
定
に
向
け
①
ピ

ン
ク
チ
ラ
シ
へ
の
対
策
は
②
拡
声
器

を
使
用
す
る
風
俗
宣
伝
カ
ー
を
規
制

の
対
象
に
し
て
は
。�

　
答
　
①
本
市
屋
外
広
告
物
条
例
で

は
除
去
に
限
界
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

広
告
主
へ
の
罰
則
の
適
用
や
、
だ
れ

で
も
特
定
有
害
広
告
の
除
去
が
で
き

る
規
定
を
検
討
し
て
い
る
②
音
量
規

制
と
と
も
に
、
青
少
年
健
全
育
成
の

問
題
等
の
観
点
か
ら
、
地
域
を
限
定

し
た
規
制
を
基
本
に
考
え
て
い
る
。

　�

��

　
問
　
高
校
進
学
目
的
の
学
資
保
険

積
み
立
て
を
認
め
る
最
高
裁
判
決
に

よ
り
、
生
活
保
護
行
政

の
転
換
が
必
要
だ
が
、

規
定
の
見
直
し
は
。�

　
答
　
国
の
通
知
に
基

づ
き
、
一
定
の
要
件
を

満
た
す
学
資
保
険
に
つ

い
て
は
、
当
面
保
有
を

認
め
る
こ
と
と
し
た
。

現
在
、
平
成
17
年
度
の

制
度
改
正
に
向
け
国
の

専
門
委
員
会
で
、
預
貯

金
等
の
資
産
活
用
の
在

り
方
が
議
論
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
動
向
を
見
守

り
た
い
。�

���

　
問
　
児
童
ク
ラ
ブ
の
防
犯
対
策
充

実
に
向
け
た
取
り
組
み
は
。�

　
答
　
不
審
者
侵
入
等
の
緊
急
時
に

お
け
る
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
全
ク
ラ

ブ
に
配
布
す
る
と
と
も
に
、
各
ク
ラ

ブ
で
の
実
地
訓
練
も
依
頼
し
て
い
る
。

不
審
者
情
報
等
は
、
学
校
等
と
情
報

交
換
し
て
適
宜
各
ク
ラ
ブ
へ
提
供
し

て
い
る
が
、
関
係
者
と
の
緊
急
連
絡

網
の
機
能
と
連
携
体
制
の
強
化
が
必

要
と
考
え
て
い
る
。�

���

　
問
　
乳
幼
児
等
の
医
療
費
負
担
制

度
で
、
本
市
へ
の
県
の
補
助
率
が
他

市
町
村
よ
り
削
減
さ
れ
て
い
る
が
①

本
市
の
認
識
は
②
自
治
紛
争
処
理
委

員
に
調
停
を
申
し
立
て
る
考
え
は
。�

　
答
　
①
補
助
制
度
は
県
下
統
一
的

に
実
施
さ
れ
る
べ
き
で
、
財
政
力
指

数
に
よ
る
補
助
率
削
減
は
不
合
理
と

考
え
る
②
復
元
を
県
に
要
望
し
て
い

る
が
、
最
終
的
に
調
停
の
可
能
性
を

否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
今
後
、

研
究
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え

て
お
り
、
法
的
プ
ロ
セ
ス
へ
も
意
識

が
向
い
て
い
る
こ
と
を
県
に
も
伝
え

て
い
き
た
い
。�

���

　
問
　
市
内
の
残
土
処
分
場
で
市
道

等
へ
の
残
土
流
出
事
故
が
発
生
し
た

が
、
安
全
・
安
心
の
ま
ち
づ
く
り
に

向
け
改
善
策
を
講
ず
る
べ
き
で
は
。�

　
答
　
残
土
た
い
積
基
準
の
作
成
、

下
流
の
池
等
の
水
質
検
査
の
義
務
付

け
、
周
辺
住
民
へ
の
周
知
・
説
明
、

産
業
廃
棄
物
混
入
や
搬
入
区
域
拡
大

防
止
に
向
け
た
市
・
県
の
関
係
部
局

と
の
調
整
・
協
議
等
に
つ
い
て
、
現

行
条
例
の
中
で
最
大
限
の
適
用
を
研

究
す
る
と
と
も
に
、
限
界
が
あ
れ
ば

改
正
も
視
野
に
、
届
出
制
か
ら
許
可

制
へ
の
移
行
等
も
検
討
し
た
い
。�

�
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問
　
市
立
吉
備
病
院
に
つ
い
て
①

売
却
方
針
決
定
の
理
由
は
②
プ
ロ
ポ

ー
ザ
ル
の
審
査
評
価
基
準
は
③
御
津

町
と
合
併
し
た
場
合
の
町
立
金
川
病

院
の
取
り
扱
い
は
。�

　
答
　
①
慢
性
的
赤
字
体
質
の
改
善

に
限
界
が
あ
る
と
判
断
し
、
市
立
病

院
将
来
像
検
討
委
員
会
の
議
論
を
受

け
決
定
し
た
②
現
在
の
医
療
の
質
の

確
保
と
地
域
医
療
の
継
続
的
提
供
を

念
頭
に
、
経
営
理
念
や
施
設
整
備
計

画
等
を
中
心
に
審
査
委
員
会
で
の
評

価
を
受
け
、
移
譲
先
を
決
定
し
た
い

③
町
域
内
に
他
の
一
般
病
院
が
な
い

な
ど
吉
備
病
院
と
は
医
療
環
境
が
異

な
り
、
同
様
の
処
置
を
講
ず
る
こ
と

は
適
当
で
な
い
と
考
え
る
。�

���

　
問
　
資
源
循
環
型
社
会
を
目
指
し

整
備
さ
れ
る
西
部
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ

ザ
（
仮
称
）
の
①
概
要
は
②
整
備
の

時
期
、
手
法
は
。�

　
答
　
①
野
殿
消
防
総
合
訓
練
場
跡

地
を
候
補
地
に
、
不
燃
ご
み
や
粗
大

ご
み
の
破
砕
・
選
別
処
理
、
資
源
化�

配
偶
者
暴
力
相
談
�

支
援
セ
ン
タ
ー
設
置
に
向
け
て
�

ピ
ン
ク
チ
ラ
シ
・
�

風
俗
宣
伝
カ
ー
対
策
�

生
活
保
護
世
帯
の
学
資
保
険
�

当
面
保
有
を
容
認
�

児
童
ク
ラ
ブ
の
防
犯
対
策
�

乳
幼
児
等
の
医
療
費
負
担
制
度
�

県
の
補
助
率
復
元
を
�

残
土
処
分
場
の
�

安
全
確
保
策
は
�

西
部
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
�

吉
備
病
院
の
民
間
移
譲
�

プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
の
審
査
基
準
は
�
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